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税
金
・
保
険
・
年
金

「
国
民
健
康
保
険
税
」お
よ
び

「
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
」

第
８
期
納
期
限

問
国
民
健
康
保
険
課
徴
収
係

☎
内
線
3
7
1
7
〜
3
7
2
2

令
和
5
年
度
「
国
民
健
康
保
険

税
」お
よ
び「
後
期
高
齢
者
医
療
保

険
料
」第
８
期
納
期
限
は
２
月
29
日

（
木
）で
す
。納
め
忘
れ
に
ご
注
意
く

だ
さ
い
。

国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証

の
更
新
受
付
が
始
ま
り
ま
す

問
国
民
健
康
保
険
課
資
格
賦
課

係☎
内
線
3
7
2
3

次
に
該
当
す
る
被
保
険
者
は
、国

民
健
康
保
険
課
窓
口
で
保
険
証
の

更
新
が
必
要
で
す
。

●
修
学
特
例（
学○
）ま
た
は
遠
隔
地

（
遠○
）の
被
保
険
者

※
更
新
に
必
要
な
も
の
は
、3
月
上

旬
頃
に
通
知
す
る
は
が
き
で
ご
確

認
く
だ
さ
い
。

指
定
の
日
に
来
庁
で
き
な
い
場

合
は
、必
ず
3
月
29
日（
金
）ま
で
に

更
新
し
て
く
だ
さ
い
。

※
滞
納
が
あ
る
被
保
険
者
に
も
、４

月
１
日
か
ら
有
効
の
保
険
証
を
郵

送
し
ま
す
が
、期
限
の
短
い
保
険
証

と
な
っ
て
い
る
た
め
、早
め
に
納
税

相
談
や
更
新
手
続
き
等
を
行
っ
て

く
だ
さ
い
。

受
付
時
間

午
前
８
時
30
分
～
11

時
30
分
、午
後
1
時
～
4
時
30
分

暮
ら
し
・
環
境
・
福
祉

ス
マ
ホ
だ
け
で
証
明
書
コ
ン

ビ
ニ
交
付
サ
ー
ビ
ス
が
利
用

で
き
ま
す

問
情
報
政
策
課

☎（
8
7
6
）1
2
6
3

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
利
用

者
証
明
用
電
子
証
明
書
を
搭
載
し

た
ス
マ
ホ
が
あ
れ
ば
、ス
マ
ホ
だ
け

で
証
明
書
コ
ン
ビ
ニ
交
付
サ
ー
ビ

ス
が
利
用
で
き
ま
す
。

県
内
は
1
月
22
日（
月
）か
ら
利
用

で
き
ま
す
。な
お
、店
舗
に
よ
っ
て
利

用
で
き
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

ス
マ
ホ
用
電
子
証
明
書
の
申
請

方
法
は
、マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

※
1
月
22
日
現
在
、A

n
d
r
o
id

端

末
の
み
対
応
。Ɲ◌ǦǞは

ƷǢǰら

2
月
か
ら
4
月
は
市
役
所
駐

車
場
が
特
に
混
雑
し
ま
す

問
契
約
検
査
課
庁
舎
管
理
係

☎（
8
7
6
）１
3
0
4

例
年
２
月
か
ら
４
月
に
か
け
て
、

市
役
所
を
利
用
す
る
人
が
増
え
る

た
め
、駐
車
場
や
周
辺
道
路
の
混
雑

が
予
想
さ
れ
ま
す
。時
間
に
余
裕
を

も
っ
て
お
越
し
い
た
だ
く
か
、で
き

る
だ
け
公
共
交
通
機
関
等
を
ご
利

用
く
だ
さ
い
。な
お
、駐
車
場
の
一

覧
等
は
、市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

Ɲ◌ǦǞは
ƷǢǰら

【
令
和
6
年
4
月
か
ら
】道
路

占
用
料
が
変
わ
り
ま
す

問
道
路
課
管
理
係

☎
内
線
4
5
6
7

国
の
定
め
る
道
路
法
施
行
令
の

改
正
に
伴
い
、市
の
道
路
占
用
料
を

令
和
6
年
4
月
か
ら
地
価
水
準
の

変
動
等
を
反
映
し
た
適
正
な
額
に

引
き
上
げ
ま
す
。

詳
し
い
改
正
内
容
は
、市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

Ɲ◌ǦǞは
ƷǢǰら

子
育
て
・
教
育

こ
ど
も
医
療
費
助
成

問  

こ
ど
も
家
庭
課

☎（
8
7
6
）1
2
8
0

こ
ど
も
の
医
療
費
助
成
を
受
け

る
場
合
は
、受
給
資
格
者
証
の
申
請

が
必
要
で
す
。次
の
対
象
の
こ
ど
も

が
世
帯
に
い
る
場
合
は
、こ
ど
も
家

庭
課
窓
口
で
申
請
を
行
っ
て
く
だ

さ
い
。

対
象
年
齢

０
歳
か
ら
中
学
校
修

了
前
ま
で（
15
歳
の
誕
生
日
到
達
後

の
最
初
の
３
月
31
日
ま
で
）

手
続
に
必
要
な
も
の

・
こ
ど
も
の
健
康
保
険
証

・
保
護
者
の
普
通
預
金
通
帳

※
詳
し
く
は
、市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

Ɲ◌ǦǞは
ƷǢǰら

児
童
手
当
の
支
給

問  

こ
ど
も
家
庭
課

☎（
8
7
6
）1
2
8
0

児
童
手
当
・
特
例
給
付
の
支
給
日

は
２
月
９
日（
金
）で
す
。２
月
期
の

振
り
込
み
は
、令
和
５
年
10
月
分
か

ら
令
和
６
年
１
月
分
ま
で
を
支
給

し
ま
す
。通
帳
を
記
帳
し
て
、振
り

込
み
の
確
認
を
お
願
い
し
ま
す
。

※
口
座
に
入
金
さ
れ
る
時
間
帯
は
、

金
融
機
関
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
。

こ
ど
も
医
療
費
貸
付
制
度

問  

こ
ど
も
家
庭
課

☎（
8
7
6
）1
2
8
0

医
療
機
関
窓
口
で
の
支
払
い
が

困
難
な
人
に
対
し
て
支
払
金
を
貸

し
付
け
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。利
用

す
る
に
は
、貸
付
資
格
の
認
定
を
受

け
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

対
象
外
と
な
る
医
療
費

保
険
外
診
療
、入
院
時
食
事
療
養

費
、選
定
療
養
費
等
は
病
院
窓
口
で

支
払
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。

※
貸
付
制
度
実
施
医
療
機
関
等
に

つ
い
て
は
、市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。Ɲ◌ǦǞは

ƷǢǰら

文
化
・
ス
ポ
ー
ツ

【
国
立
劇
場
お
き
な
わ
】第
七

期
組
踊
研
修
生
発
表
会

問
国
立
劇
場
お
き
な
わ
チ
ケ
ッ

ト
カ
ウ
ン
タ
ー

☎（
8
7
1
）3
3
1
8

国
立
劇
場
お
き
な
わ
で
は
、研
修

生
に
よ
る
発
表
会「
組
踊
二に

ど
う
て
き
う
ち

童
敵
討
」

を
上
演
し
ま
す
。

日
時

3
月
7
日（
木
）午
後
６
時

30
分
〜

場
所

国
立
劇
場
お
き
な
わ

費
用

入
場
無
料

入
場
券
配
布
日
時

２
月
17
日（
土
）

午
前
10
時
〜（
定
員
に
達
し
次
第
終

了
）※
国
立
劇
場
お
き
な
わ
で
配
布

Ɲ◌ǦǞは
ƷǢǰら

琉
球
交
響
団
無
料
ミ
ニ
コ
ン

サ
ー
ト

問
文
化
ス
ポ
ー
ツ
振
興
課

☎（
8
7
6
）1
2
2
3

本
格
的
な
ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽
を
身

近
に
、気
軽
に
お
楽
し
み
く
だ
さ
い
。

日
時

２
月
５
日
（
月
）午
後
０
時

15
分
〜
35
分

場
所

市
役
所
1
階
市
民
ロ
ビ
ー

「
前
田
高
地
の
戦
跡
巡
り
」参

加
者
募
集

問
浦
添
グ
ス
ク・よ
う
ど
れ
館

☎（
8
7
4
）9
3
4
5

沖
縄
戦
の
激
戦
地
と
な
っ
た
前

田
高
地
に
残
る
戦
跡
を
、う
ら
お
そ

い
歴
史
ガ
イ
ド
が
案
内
し
ま
す
。

日
時

３
月
17
日（
日
）午
前
８
時

30
分
～
９
時
受
け
付
け（
受
け
付
け

次
第
出
発
、正
午
終
了
予
定
）

※
雨
天
中
止

対
象

小
学
生
以
上（
小
学
生
は
大

人
の
同
伴
が
必
要
で
す
）

集
合
・
解
散
場
所

浦
添
グ
ス
ク
・
よ

う
ど
れ
館

散
策
ポ
イ
ン
ト

陣
地
壕
E
、慶
良

間
の
見
え
る
丘
、浦
和
の
塔
、前
田

高
地
の
戦
闘
説
明
ポ
イ
ン
ト
、前
田

高
地
平
和
之
碑
、ワ
カ
リ
ジ
ー（
為

朝
岩
）、戦
場
を
さ
ま
よ
う
少
年
が

米
兵
に
保
護
さ
れ
た
場
所
、缶
詰
壕
、

カ
ン
パ
ン
壕
、瑞
泉
学
徒
の
病
院
壕

跡
、ク
チ
グ
ヮ
ー
ガ
マ
、シ
ー
マ
ヌ

山
住
民
避
難
壕
群

費
用

大
人
・
子
ど
も
共
に
１
人

3
0
0
円（
保
険
料
な
ど
）

定
員

先
着
50
人（
要
予
約
）※
当

日
申
し
込
み
不
可

受
付
期
間

2
月
20
日（
火
）〜
３

月
14
日（
木
）午
後
５
時
ま
で

申
込
方
法

浦
添
グ
ス
ク
・
よ
う
ど

れ
館
に
電
話
で
申
し
込
み
く
だ
さ

い
。
※
月
曜
休
館

Ɲ◌ǦǞは
ƷǢǰら

低所得の子育て世帯に対する

　食費等の物価高騰の影響を特に受ける､低所得の子育て世帯に対し､子育て世帯生活支援特別給付を実施しています｡
申請書に必要事項を記入し、必要書類とともに、こども家庭課窓口に提出または郵送で送付ください。
※令和５年11月に閣議決定された、低所得者支援および定額減税補足給付金ではありません。

・児童1人当たり一律5万円が
　受け取れます。
・両方の給付を受けることは
　できません。

ひとり親の世帯
❶令和5年度住民税（均等割）が非課税の人
　または、令和5年1月以降の収入が急変し、
　住民税非課税相当の収入となった人。
　※18歳未満（障がい児の場合、20歳未満）
　　の児童を扶養している父母等。
　※令和6年2月末までに生まれた新生児等
　　も対象です。

子育て世帯生活支援特別給付金(              　  )の申請はお済みですか？

❶公的年金等（遺族・障害・老齢年金等）を受給し
　ていることにより、令和5年3月分の児童扶養手
　当の支給を受けていない人。

ひとり親以外の世帯

❷児童扶養手当の支給を受けていない人で、令和
　5年1月以降の収入が急変し、児童扶養手当を受
　給している人と同じ水準となっている人。
　※令和5年4月以降に児童扶養手当が支給開始
　　となった場合は❷に該当します。

【受付期限】
 令和6年2月29日（木）

問い合わせ
こども家庭課 ☎（876）1730

問い合わせ
こども家庭課 ☎（876）1280

5万円5万円

詳しくはこちら⬆詳しくはこちら⬆

締め切り間近！！

高齢者活躍人材確保育成事業

健康で働く意欲のある
60歳以上の皆様へ

（公社）沖縄県シルバー人材センター連合

TEL（098）875-1701
（公社）浦添市シルバー人材センター
毎月入会説明実施中！ お問合せ下さい

会員募集中 女性大歓迎




